
広告

総
務
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

問
℡
０
４
９
３－

６２－

２
１
５
１

町
民
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

問
℡
０
４
９
３－

６２－

２
１
５
４

�
�
�
�

サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ
発
売
の

お
知
ら
せ

こ
の
宝
く
じ
の
収
益
金
は
、
市
町
村
の
収

入
と
な
り
、
明
る
く
す
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り

の
た
め
に
活
用
さ
れ
ま
す
。
お
求
め
の
際
は

ぜ
ひ
埼
玉
県
内
の
宝
く
じ
売
り
場
で
。（
Ｐ

Ｃ
や
ス
マ
ホ
か
ら
ネ
ッ
ト
購
入
可
）

【
サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ
】

１
等
５
億
円
×
２３
本
、
前
後
賞
各
１
億
円
×
４６
本

（
発
売
総
額
６
９
０
億
円
・
２３
ユ
ニ
ッ
ト
の
場
合
）

【
サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
ミ
ニ
】

１
等
３
、０
０
０
万
円
×
７０
本
、

前
後
賞
各
１
、０
０
０
万
円
×
１
４
０
本

（
発
売
総
額
２
１
０
億
円
・
７
ユ
ニ
ッ
ト
の
場
合
）

〇
各
１
枚
３
０
０
円

〇
発
売
期
間

７
月
１１
日（
金
）〜
８
月
１１
日（
月
）

〇
抽
せ
ん
日

８
月
２１
日（
木
）

《
要
予
約
》マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

手
続
き
の
た
め
の
特
別
開
庁

日
７
月
２６
日（
土
）
９
時
〜
１２
時

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
、
受
領
、

電
子
証
明
書
の
更
新
業
務
を
行
い
ま
す
。
窓

口
で
申
請
用
の
写
真
撮
影
の
サ
ー
ビ
ス
も
行

い
ま
す（
無
料
）。
平
日
の
業
務
時
間
内
の
ご

来
庁
が
難
し
い
方
は
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ

い
。
お
電
話
で
の
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
特
別
開
庁
時
は
、
通
常
の
窓
口
業
務（
住

民
票
等
証
明
書
の
発
行
や
住
民
異
動
の
手
続

き
）は
で
き
ま
せ
ん
。

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
の
「
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
」

お
よ
び「
資
格
確
認
書
」の
送
付

例
年
、
７
月
中
旬
以
降
に
新
し
い
『
保
険

証
』
を
送
付
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
昨
年
度

中
に
『
保
険
証
』
の
新
規
発
行
が
停
止
さ
れ

た
こ
と
に
伴
い
、
今
年
度
か
ら
は
『
資
格
情

報
の
お
知
ら
せ
』
ま
た
は
『
資
格
確
認
書
』

の
ど
ち
ら
か
が
、
以
下
の
条
件
に
分
か
れ
て

送
付
さ
れ
ま
す
。
※
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
保
険
証
利
用

登
録
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、「
資
格
確
認

書
」
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

１
�
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ（
普
通
郵
便
で
の
発
送
）

▼
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち
で
、
健
康
保

険
証
利
用
登
録
が
さ
れ
て
い
る
方

２
�
資
格
確
認
書（
特
定
記
録
郵
便
で
の
発
送
）

▼
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち
で
な
い
方

▼
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
持
っ
て
い
る
が
、
健

康
保
険
証
利
用
登
録
を
さ
れ
て
い
な
い
方

▼
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加
入
中
の
方

ど
ち
ら
も
７
月
中
旬
以
降
に
送
付
さ
れ
ま

す
。
発
送
方
法
が
異
な
る
た
め
、
到
着
ま
で

時
差
が
発
生
す
る
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す
。
ご

了
承
く
だ
さ
い
。
期
限
切
れ
の
被
保
険
者
証

等
は
、
町
民
課
ま
で
返
却
い
た
だ
く
か
、
ご

自
身
で
破
棄
し
て
く
だ
さ
い
。

保
険
料
通
知

令
和
７
年
度
の
保
険
料
通
知

は
、
７
月
中
旬
頃
に
通
知
し
ま
す
。
必
ず
ご

確
認
く
だ
さ
い
。
納
期
後
一
定
期
間
を
経
過

す
る
と
、
督
促
状
を
お
送
り
い
た
し
ま
す
の

で
、
納
期
限
内
の
お
支
払
を
お
願
い
し
ま

す
。限

度
額
適
用
認
定
証（
標
準
負
担

額
減
額
認
定
証
）の
更
新

限
度
額
適
用
認
定
証
、
限
度
額
適
用
・
標

準
負
担
額
減
額
認
定
証
は
申
請
に
よ
り
交
付

さ
れ
ま
す
。
ど
ち
ら
も
７
月
末
日
が
有
効
期

限
で
す
。
継
続
し
て
入
院
し
て
い
る
方
な
ど

は
８
月
以
降
、
再
度
申
請
が
必
要
で
す
。
外

来
で
も
適
用
で
き
ま
す
の
で
、
町
民
課
窓
口

で
ご
申
請
く
だ
さ
い
。
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
の
限
度
額
適
用
認
定
証
等
は
、
前
年
度
の

交
付
実
績
が
あ
る
場
合
、
今
後
は
資
格
確
認

書
に
負
担
区
分
が
併
記
さ
れ
る
た
め
不
要
で

す
。
ま
た
、
マ
イ
ナ
保
険
証
で
受
診
す
れ

ば
、
申
請
し
な
く
て
も
、
窓
口
で
の
お
支
払

い
が
限
度
額
で
止
ま
り
ま
す
。
ぜ
ひ
マ
イ
ナ

保
険
証
を
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
保
険
証

利
用
登
録
解
除

町
民
課
窓
口
で
登
録
解
除
届
を
ご
提
出
し

て
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
り
、
マ
イ
ナ
保
険
証

の
登
録
解
除
お
よ
び
資
格
確
認
書
の
交
付
を

行
い
ま
す
。
施
設
入
居
や
ご
家
庭
の
事
情

等
、一
定
の
配
慮
が
必
要
な
場
合
は
、申
請
に

よ
り
利
用
登
録
を
解
除
せ
ず
資
格
確
認
書
を

交
付
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。
詳
細
や
ご
不

明
点
等
、
町
民
課
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
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日日時 場場所 料料金 対対象者 申申込 内内容 定定員 問問合せ 他その他

税
務
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

問
℡
０
４
９
３－

６２－

２
１
５
３

福
祉
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

問
℡
０
４
９
３－

６２－

０
７
１
６

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
制
度

保
険
料
の
未
納
状
態
が
続
く
と
、
将
来
受

給
す
る
こ
と
の
で
き
る
年
金
額
に
影
響
が
で

る
以
外
に
も
、
不
慮
の
事
態
が
発
生
し
た
際

に
、
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年
金
を
受

け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た

め
、
経
済
的
な
理
由
等
で
国
民
年
金
保
険
料

を
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
、
申

請
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が
免
除
と
な
る

「
保
険
料
免
除
制
度
」
や
猶
予
と
な
る
「
納

付
猶
予
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
窓

口
や
電
話
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

ね
ん
き
ん
定
期
便
の
ペ
ー
パ
ー

レ
ス
化
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

日
本
年
金
機
構
で
は
、
毎
年
の
誕
生
月
に

送
付
し
て
い
る
「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」
の
ペ

ー
パ
ー
レ
ス
化
を
推
進
し
て
い
ま
す
。
登
録

は
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
よ
り
、
詳
細
は
問
合
せ
先
ま

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
川
越
年
金
事
務
所

℡
０
４
９－

２
４
２－

２
６
５
７

▼
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

℡
０
５
７
０－

０５－

１
１
６
５

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
老
齢
年
金
の
請

求
手
続
き
が
可
能
に
な
り
ま
し
た

令
和
６
年
６
月
か
ら
、
年
金
の
未
加
入
期

間
が
な
い
等
の
一
定
の
条
件
を
満
た
す
方
を

対
象
に
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
パ
ソ
コ
ン
か

ら
老
齢
年
金
請
求
書
の
電
子
申
請
を
可
能
と

す
る
サ
ー
ビ
ス
を
開
始
し
ま
し
た
。
電
子
申

請
は
ご
自
宅
等
で
手
続
き
が
で
き
る
た
め
、

窓
口
で
の
相
談
は
不
要
で
す
。（
約
１５
分
で

手
続
き
が
完
了
）一
定
の
条
件
を
満
た
す
方

に
は
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
送
付
す
る
「
老

齢
年
金
請
求
書
」
に
電
子
申
請
の
ご
案
内
リ

ー
フ
レ
ッ
ト
が
同
封
さ
れ
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ

電
子
申
請
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
ご
不
明
な

点
は
、
川
越
年
金
事
務
所
ま
た
は
ね
ん
き
ん

ダ
イ
ヤ
ル
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
通
知
書

発
送７

月
中
旬
に
世
帯
主
宛
に
発
送
し
ま
す
。

世
帯
主
が
職
場
の
健
康
保
険
や
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
の
被
保
険
者
で
も
、
世
帯
に
国
民

健
康
保
険
の
加
入
者
が
い
る
場
合
、
世
帯
主

宛
に
納
税
通
知
書
が
届
き
ま
す
。（
世
帯
主

分
の
保
険
税
は
含
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
）

国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減

▼
未
就
学
児
に
係
る
均
等
割
の
軽
減

子
育
て
世
帯
の
経
済
的
負
担
軽
減
の
観
点

か
ら
、
国
・
地
方
の
取
組
と
し
て
、
※
未
就

学
児
の
均
等
割
の
５
割
を
軽
減
し
ま
す
。

※
来
年
の
３
月
末
ま
で
に
７
歳
を
迎
え
て
い

な
い
子
ど
も
を
指
し
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
税
の
減
免

▼
多
子
世
帯
の
均
等
割
減
免

少
子
社
会
へ
の
対
応
及
び
子
育
て
世
帯
へ

の
町
独
自
の
支
援
策
の
一
環
と
し
て
、
第
３

子
以
降
の
子
ど
も
の
均
等
割
を
次
の
要
件
の

も
と
に
全
額
減
免
し
ま
す
。（
要
申
請
）

対
※
１８
歳
以
下
の
子
ど
も
が
３
人
以
上
い
る

世
帯
で
第
３
子
以
降
の
子
ど
も

※
来
年
の
３
月
末
ま
で
に
１９
歳
を
迎
え
て
い

な
い
子
ど
も
を
指
し
ま
す
。

調
整
給
付（
不
足
額
給
付
）

〇
支
給
対
象
者

▼
令
和
７
年
１
月
１
日
時
点
で
嵐
山
町
に
住

民
登
録
が
あ
り
、
当
初
調
整
給
付
の
算
定
に

際
し
、
令
和
５
年
所
得
等
を
基
に
し
た
推
計

額（
令
和
６
年
推
計
所
得
税
額
）を
用
い
て
算

定
し
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
令
和
６
年
分
所

得
税
及
び
定
額
減
税
の
実
績
額
等
が
確
定
し

た
の
ち
、
本
来
給
付
す
べ
き
所
要
額
と
当
初

調
整
給
付
額
と
の
間
で
差
額
が
生
じ
た
者

対
象
者
に
は
、
町
か
ら
支
給
申
込
書
、
ま

た
は
確
認
書
が
発
送（
７
月
下
旬
以
降
）さ
れ

ま
す
。
同
封
の
返
信
用
封
筒
に
て
９
月
３０
日

ま
で
に
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

〇
令
和
６
年
１
月
２
日
〜
令
和
７
年
１
月
１

日
に
嵐
山
町
に
転
入
さ
れ
て
、
調
整
給
付

（
不
足
額
給
付
分
）の
支
給
対
象
と
な
り
う
る

方
に
は
申
請
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
。
内
容
を

確
認
の
上
、
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。
本
給
付

金
に
関
す
る
詳
細
は
、
問
合
せ
先
に
ご
連
絡

い
た
だ
く
か
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

保
育
士
向
け
の
就
職
フ
ェ
ア
を
開

催
し
ま
す

ご
興
味
が
あ
る
方
は
、
ぜ
ひ
ご
来
場
く
だ

さ
い
。

【
保
育
士
就
職
フ
ェ
ア
】

１
�
大
宮
会
場（
ソ
ニ
ッ
ク
シ
テ
ィ
ビ
ル
第
１
展
示
場
）

日
７
月
２１
日（
月
・
祝
）・
８
月
３１
日（
日
）１２
時
３０
分

〜
１６
時

２
�
春
日
部
会
場（
ふ
れ
あ
い
キ
ュ
ー
ブ
多
目
的
ホ
ー
ル
）

日
８
月
２
日（
土
）１２
時
３０
分
〜
１６
時

問
埼
玉
県
福
祉
部
こ
ど
も
支
援
課

℡
０
４
８（
８
３
０
）３
３
４
９

７
月
は
虐
待
ゼ
ロ
推
進
月
間
で
す

虐
待
を
発
見
し
た
、
虐
待
を
受
け
て
い

る
、虐
待
を
し
て
し
ま
っ
た
な
ど
の
場
合
は
、

「
埼
玉
県
虐
待
通
報
ダ
イ
ヤ
ル
♯
７
１
７

１
」
に
電
話
し
て
く
だ
さ
い
。（
ひ
か
り
電

話
、Ｉ
Ｐ
電
話
、ダ
イ
ヤ
ル
回
線
を
利
用
の
場

合
０
１
２
０－

８０－

７
１
７
１
、
つ
な
が
ら
な

い
場
合
は
０
４
８－

７
６
２－

７
５
３
３
へ
）

※
詳
細
は
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
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